
令和７年４月１０日  
 
保護者の皆様 

豊田市立竜神中学校○○ 
校長 緒 方 秀 充○  

 
夏季休業中・県民の日学校ホリデーにおける学校閉庁日 

及び学校における電話の受信について（依頼） 
 

陽春の候、ますます御清祥のこととお喜び申し上げます。日頃は、竜神中学校の教育活動
に、御理解と御協力を賜り誠にありがとうございます。 

さて、【別紙】「教職員の多忙化解消・業務改善について（お願い）」に基づき、本校の学校 
閉庁日及び電話の受信を控える時間帯を下記のとおり設定させていただきます。御理解と御
協力をお願い申し上げます。 

記 
 
１ 学校に日直等を置かず、対外的な業務を行わない日（以下、学校閉庁日）の設定 

教職員が安心して休暇取得できる体制を整え、８月後半からの勤務に備え、職員の健
康の保持、増進と心身の休養を図るために、学校閉庁日を設定します。 

（１）期間 
令和７年 ８月１２日（火）、１３日（水）、１４日（木） 

１１月２１日（金）【県民の日学校ホリデー】 
※愛知県教育委員会が設定する夏季休業中の「会議・行事等を行わない期間」に合

わせて設定しています。 
（２）閉庁期間の対応 
  ・学校での電話等の対応は行いません。 

 ・緊急の場合は、豊田市教育委員会学校教育課（℡ ３４－６６６２）までお願いいたし
ます。（原則、午前 8 時３０分から午後５時１５分まで） 

 
２ 電話の受信を控える時間帯の設定 
   生徒の下校後に、集中して授業準備や事務処理を行うために、電話の受信を控える時

間帯を設定します。 
（１）時間帯 

 
平日︓概ね最終下校時刻から１時間後〜翌朝７時３０分まで 
   竜神中学校の場合、午後６時００分〜翌朝７時３０分まで 

＜参考＞竜神中学校教職員の勤務時間 午前８時００分〜午後４時３０分 
休日︓終日、留守番電話設定になります。 

 部活動の欠席連絡を当日行う場合、部活アプリでお願いします。 
 
（２）その他 

・電話の受信を控える時間帯は、メッセージが流れるように設定しています。 
※学校から保護者に電話を入れた場合、折り返しの電話に備えて上記時間帯を超えて

職員が学校に待機する場合があります。その場合は電話をとることがあります。 
 

 ○この件についての問い合わせは教頭（℡ 28-6600）までお願いします。 



令和７年４月１０日 
 

保護者の皆様へ 
 

豊田市教育委員会 
 

教職員の多忙化解消・業務改善について（お願い） 
 

日頃より、豊田市教育委員会及び学校の教育活動に、御理解と御協力を賜り誠にあ 
りがとうございます。 

さて、教職員の長時間労働につきましては社会問題となっており、国や愛知県でも 
様々な検討がなされているところです。豊田市教育委員会でも、近年の教職員の勤務 
実態を踏まえ、教職員が心身ともに健康な状態で子どもとともに活動する時間を大切 
にした教育活動を展開できることが児童生徒のよりよい成長につながると考え、教職 
員の多忙化解消・業務改善を推進しています。 

つきましては、下記の取組について、御理解と御協力をお願い申し上げます。 
 

記 

１ 学校に日直等を置かず、対外的な業務を行わない日（以下、学校閉庁日）の設定 
教職員が安心して休暇取得できる体制を整え、8 月後半からの勤務に備え、職員の健康

の保持、増進と心身の休養を図るために、学校閉庁日を設定します。 
また、「県民の日学校ホリデー」を活用して家庭及び地域における体験的な活動に参加

することで、愛知への愛着と県民としての誇りをもつ契機とします。 
（１）期間 

令和７年 ８月１２日（火）、１３日（水）、１４日（木）、 
１１月２１日（金）【県民の日学校ホリデー】 

※愛知県教育委員会が設定する夏季休業中の「会議・行事等を行わない期間」 
に合わせて設定するため、実施日は年度によって異なります。 

（２）閉庁期間の対応 
・学校での電話等の対応は行いません。 
・緊急の場合は、豊田市教育委員会学校教育課（℡ ３４－６６６２）までお願いいた

します。（原則、午前8 時３０分から午後５時１５分まで） 
 
２ 電話の受信を控える時間帯の設定 

児童生徒の下校後に、集中して授業準備や事務処理を行うために、電話の受信を控える
時間帯を設定します。学校によっては、電話の受信を控える旨の応答メッセージが流れる
場合があります。 

（１）時間帯 
平日︓概ね最終下校時刻から１時間後〜翌朝７時３０分まで 
休日︓終日 

（２）その他 
学校の事情により対応時間帯等については異なる場合がありますので、学校からの通

知等で御確認ください。 
 

●お問合せ 
豊田市教育委員会学校教育課（℡ ０５６５－３４－６６６２ ） 

別紙 


